
 

資料４ 災害用備蓄倉庫（コンテナ型）について 

 

災害用備蓄倉庫（コンテナ型）とは 

  災害が発生してから避難所に物資を配送するには時間がかかることから、その解消

策として、災害発生直後に必要となる物資を中心に、指定避難所である小学校等

（※）に備蓄倉庫を設置しています。 

   

 ※すべての市立小学校以外に、みはら大地幼稚園にも設置しています。 

 

内部備蓄物資 

  避難所生活をおくる上で最低限必要な物資と、共助による救援策の一助となるよう

救助用資機材を保管していますが、食料については温湿度管理が必要なため、小中学

校舎内及び区役所備蓄倉庫内にて備蓄しています。 

  また、コンテナ内の備蓄物資については、日常消耗する可能性がほとんどない物資

であること及びコンテナそのものも頻回に開閉する性格のものではないため、現有確

認については防災訓練時や随時市内巡回の際に行うこととしています。 

 

管理体制 

  施錠方法は、２面ある扉に４桁ダイヤル番号錠にて行っており、番号については、

区役所、学校、自治会（自主防災組織）、指定避難所等対応職員にそれぞれ知らせて

います。 

  筐体は、頑強な鋼鉄製なため特段のメンテナンスは不要です。 

 

設置場所 

  避難所指定は小学校の屋内施設全体ですが、主な避難施設としては体育館が一般的

であるため、校内においてはできるだけ体育館との連絡がスムーズな場所の選定に努

めていますが、敷地の形状や施工方法によってそうでない学校もあります。 

 


